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１．クラスター発生時の看護師等派遣事業
愛知県委託事業 令和3年3⽉〜現在

派遣する看護師等 活動内容
第１陣
（先遣活動）
最大1週間程度

感染管理認定看護師
感染症看護専門看護師
認定看護管理者

感染拡大防止対策
・施設の感染防止対策の問題点の把
握及び見直し

・不足する職員や新たに発生する看
護業務等に必要な人員の算出
・第2陣の活動を含めた勤務表の作成

第２陣
（看護応援活動）
2週間程度

看護師・准看護師等 通常体制への早期復帰支援
・通常の運営体制を維持するための
看護応援業務

令和3年度 114件
令和4年度 63件

実績 0

愛知県看護協会のコロナ禍における活動



愛知県看護協会のコロナ禍における活動
１．愛知県委託事業 児童福祉施設等からの感染防止対策に

関する相談窓口



①ワクチン接種コーディネーター
②ワクチン接種のための研修会

③ワクチン集団接種会場への看護師派遣
④高齢者施設向け動画配信 ・PPEの着脱法

・呼吸と脱水の観察

愛知県看護協会のコロナ禍における活動

プラチナナースの採用



訪問看護支援センターに類する組織・運営主体



訪問看護の請求事務所数と
愛知県訪問看護ステーション数

愛知県訪問看護
ステーション届け出数

令和4年8⽉1日現在

愛知県
999開設
（17休止中）

11795数

平成31年

78４５

平成21年

10年間で訪看数は1.5倍



副会⻑ 森⽥ 貞⼦
（すみれ訪問看護ステーション）

中崎 聖⼦
（八千代訪問看護ステーション）

小椋 泰⼦
（訪問看護ステーションさわやか）

鈴木 里加
（訪問看護ステーションひなた）

理事（統括・会計担当）
結城 房⼦

（公益社団法人愛知県看護協会）
藤野 泰平

（みんなのかかりつけ
訪問看護ステーション）

松下 寛代
（藤田医科大学

訪問看護ステーション緑）
近藤 佳⼦
（一般財団法人

名古屋市療養サービス事業団）

鈴木 和実
（一般社団法人稲沢市医師会
訪問看護ステーション）

松本 暁美
（江南厚生訪問看護ステーション）

野中あかね
（ひまり訪問看護ステーション）

浅野 照美
（津島市訪問看護ステーション）

【海部】
事業所数32（会員数10） 【名古屋】

事業所数446（会員数157）

【東三河南部】
事業所数54（会員数23）

【東三河北部】
事業所数2（会員数2）

【⻄三河北部】
事業所数41（会員数18）

【知多半島】
事業所数68（会員数41）

【⻄三河南部⻄】
事業所数71（会員数35）

【⻄三河南部東】
事業所数34（会員数15）

【尾張⻄部】
事業所数76（会員数31）

【尾張北部】
事業所数72（会員数27）

【尾張東部】
事業所数50（会員数22）

事業所数946
施設会員数381

（令和4年7⽉31日現在）

愛知県訪問看護ステーション協議会登録施設



人生の最終段階における医療の決定プロセスに
おけるガイドライン（ACP＝アドバンス・ケア・プランニング）

・家族が患者の
意思を推定できない
・家族がいない

・家族が患者の
意思を推定できる

患者の意思が
確認できない

患者の意思が
確認できる

患者にとって最善の治療
方針を医療ケアチームで
慎重に判断する。

患者の推定意思を尊重し、
患者にとって最善の治療
方針を立てる

病態などにより医療決定が困難
・家族の中で意見が
まとまらない

・複数の専門家で委員会を設置
し、治療方針の検討や助言

人生の最終段階における
医療とケアの方針決定患者と医療従事者とが十

分に話し合い、患者が意
志決定を行う

厚生労働省人生最終段階のガイドラインより



訪問看護総合支援センター



訪問看護総合支援センターの目的
【令和3年7⽉1日】

訪問看護に係る様々な課題を一体的・一元的に捉え地
域における訪問看護提供体制の安定化・推進強化を図る
拠点として、訪問看護支援センターを開設した。



１．県⺠への周知
愛知県看護協会ホームページより紹介

相談窓口へ



２．訪問看護ステーションからの相談対応

◆今までの相談内容
• 取り扱い疾患
• レセプトについて
• 指示書の問題
• 同行訪問について
• 寄付金について
• コロナ感染について
• その他

訪問看護経験者 2名
支援センター職員

電話相談 メール相談

令和4年4⽉〜8⽉実績
ステーション 42件
県⺠ 3件



３．訪問看護師の育成・教育研修体制の再構築



４．訪問ステーションの質評価

〜⾃訪看ステーションのサービスを客観的に見てみましょう〜

訪問看護総合支援センター

県内訪問看護のステーションの質担保の
支援

第三者評価の実施準備中



訪問看護第三者評価が目指すもの

1.監査とは異なり、訪看の質を向上させる。
2. ⾃分たちの成果が確認できる。
3.課題を明確にでき、課題を一緒に考えることができる。
4.職員と利用者の安全を確立できる。
5. 職員全体で主体的に取り組むことにより、職場の活性化が図れる。

了解



訪看の第三者評価の流れ

第三者評価は受審の申し込みに始まり、所定の審査を受けて認定となる

受審施設の公募
1.受審申込み

受審日決定後
2. 事前審査（自己評価）実施

③訪問審査
（サーベイヤーが実施）

認定更新

認定を受けた後公表可
確認し実行

④認定の判定
⑤認定証受理

継続的な質改善
活動へ



５．訪看の人材育成支援

人材育成項目
1.訪問看護の人材育成
ナースセンター、教育センター、
訪問看護総合支援センターの三セン
ター協同で実施計画中

2.訪看ステーションの現状把握（実施）
3.訪看管理者及び管理予定者への支援
4.訪看の新任看護師同行支援計画
（実態調査中）

5.新卒訪看看護師の増加と育成

次年度に向けて準備中

訪看支援セン
ター

新人育成 新任NS同行



６．訪問看護ステーションの経営基盤整備支援

1.事業所の評価を実施したことがない
・時間がない。人材不足
・多忙で評価システムがあることも知らない。

2. 人員不足
・若い方が入らない。
・慢性的に人員不足で携帯当番の頻度
が多い。疲労感、負担感が高すぎる

・病院からのスタッフが多く、不慣れである
3.人材育成
・スタッフ育成が難しい。1年で退職する
・研修に参加できない。受講料も高い。
・ICT化に取り組むもPC操作に不慣れ

実態調査結果からの課題
4.利用者の確保
・ステーションの増加で利用者の減少
・土・日関係なく営業している所あり
5.連携の問題
・主治医やケアマネとの連携が難しい
・コロナ禍で横の連携が取れず
ステーション閉鎖

6.小規模ステーションのの問題
・人員不足でマニュアル作成ができない。
・管理者がプレーヤーであり、時間外業
務多い

・同行訪問ができない



6．訪問看護ステーションの経営基盤整備支援

1.事業所の評価を実施したことがない
・時間がない。人材不足
・多忙で評価システムがあることも知らない。

2. 人員不足
・若い方が入らない。
・慢性的に人員不足で携帯当番の頻度
が多い。疲労感、負担感が高すぎる

・病院からのスタッフが多く、不慣れである
3.人材育成
・スタッフ育成が難しい。1年で退職する
・研修に参加できない。受講料も高い。
・ICT化に取り組むもPC操作に不慣れ

実態調査結果からの課題
4.利用者の確保
・ステーションの増加で利用者の減少
・土・日関係なく営業している所あり
5.連携の問題
・主治医やケアマネとの連携が難しい
・コロナ禍で横の連携が取れず
ステーション閉鎖

6.小規模ステーションのの問題
・人員不足でマニュアル作成ができない。
・管理者がプレーヤーであり、時間外業
務多い

・同行訪問ができない

1.人材育成の支援
2.人材確保支援
3.同行訪問支援
4.働きやすい職場作りの提案と支援



看護小規模多機能型介護の推進・相談委託事業

看多機って
いいわね-

僕達、夜勤です

昼間は私達が看ます

公益社団法人日本看護協会

11⽉23日開催予定 シンポジウム12⽉10日開催予定

愛知県内看多機数（27）


